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は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
乾
隆
朝
官
僚
の
汚
職
問
題
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
長
官
級
の
地
方
官
の
行
為
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
。
本
稿
で
は

や
や
方
向
を
転
じ
て
地
方
官
庁
の
下
級
事
務
員
と
で
も
い
う
べ
き
胥
吏
の
不
法
行
為
を
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
。
胥
吏
の
不
正
に
つ
い
て

は
既
に
宮
崎
市
定
博
士
が
具
体
的
に
論
じ
て
（ 1
）
お
ら
れ
、
今
日
で
は
も
は
や
古
典
的
見
解
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
筆
者
が
こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
問
題
も
、
氏
の
考
察
の
範
囲
を
殆
ど
出
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
本
稿
で
考
察
し
よ
う

と
思
う
事
件
は
、
今
迄
余
り
取
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
無
い
事
実
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
敢
え
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
そ

れ
は
胥
吏
が
偽
造
し
た
公
印
を
使
用
し
て
不
法
を
働
い
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
胥
吏
に
よ
る
こ
う
し
た
不
法
行
為
は
乾
隆
朝
で
も
散
見

さ
れ
る
。
筆
者
の
見
出
し
得
た
例
で
は
、『
清
朝
実
録
』
巻
九
三
六
、
乾
隆
三
十
八
年
六
月
己
亥
の
条
に
、
湖
北
省
監
利
県
の
胥
吏
曹
金
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安
に
よ
る
「
假
印
騙
銭
」
の
事
件
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
又
『
宮
中

乾
隆
朝
奏
摺
』
乾
隆
四
十
三
年
正
月
二
十
一
日
の
条
に
は
、
江
蘇

巡
撫
楊
魁
の
報
告
と
し
て
衙
役
に
よ
る
「
假
印

騙
」
事
件
が
上
奏
さ
れ
て
い
る
（ 2
）。
し
か
し
い
ず
れ
も
不
法
の
内
容
が
余
り
明
確
で

な
い
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
案
件
は
、
そ
の
内
容
が
か
な
り
具
体
的
で
あ
り
、
胥
吏
の
監
督
者
で
あ
る
べ
き
官
僚
達
の
彼
等
を
庇
お
う
と

す
る
よ
う
な
行
動
も
明
白
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
よ
う
で
あ
り
、
官
と
胥
吏
の
「
通
同
舞
弊
」
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
官
僚
体
制
弛
緩
の

状
況
の
拡
大
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ⅰ
、
事
件
の
発
端

事
の
発
端
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
戸
部
侍
郎
韓
鑅
が
湖
北
省
に
於
け
る
裁
判
事
件
の
処
理
を
終
え
て
帰
路
許
州
（
河
南
省
許
昌
市
）

に
至
っ
た
所
、
家
人
の
䔥
雲
漢
が
北
京
よ
り
特
別
に
人
を
派
遣
し
て
、
高
郵
州
巡
検
の
陳
倚
道
が
戸
部
に
告
訴
す
る
文
書
を
私
宅
に
投
入

し
た
と
告
げ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
韓
鑅
は
そ
の
事
実
を
直
ち
に
皇
帝
に
報
告
し
た
。
具
体
的
な
事
情
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。『
清
朝

実
録
』（
以
下
『
実
録
』
と
略
記
す
る
）
巻
一
三
五
二
、
乾
隆
五
十
五
年
夏
四
月
甲
寅
の
条
に
、

本
日
拠
韓
鑅
奏
称
。
家
人
䔥
雲
漢
。
自
京
専
差
。
禀
有
高
郵
州
巡
検
陳
倚
道
差
人
張
貴
。
将
掲
部
文
冊
。
投
至
私
宅
。
及
拆
看
後
。

欲
根
問
来
歴
。
張
貴
当
即
避
匿
。
因
将
原
文
差
送
。
中
途
投
遞
。

と
あ
り
、
こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
韓
鑅
の
家
人
䔥
雲
漢
が
北
京
よ
り
人
を
派
遣
し
て
高
郵
州
巡
検
陳
倚
道
の
差
人
張
貴
が
戸
部
に
告
訴
す
る

文
書
を
私
宅
に
投
じ
た
。（
私
は
）開
い
て
見
た
後
、そ
の
理
由
を
厳
密
に
尋
ね
よ
う
と
し
た
が
、張
貴
は
直
ぐ
に
行
方
を
眩
ま
せ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
で
（
私
は
）
原
文
を
人
を
遣
わ
せ
て
、（
帰
路
の
）
中
途
で
あ
り
ま
す
が
送
り
届
け
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。　
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韓
鑅
の
家
人
䔥
雲
漢
の
云
う
所
で
は
、
高
郵
州
巡
検
の
陳
倚
道
が
家
人
張
貴
に
戸
部
へ
の
訴
状
を
持
た
せ
北
京
へ
派
遣
し
た
。
所
が
張

貴
は
何
故
か
そ
の
文
書
を
韓
鑅
の
私
宅
に
投
じ
た
。
そ
の
文
書
を
見
た
家
人
の
䔥
雲
漢
は
、
張
貴
に
理
由
を
尋
ね
よ
う
と
し
た
所
、
彼
は

直
ぐ
さ
ま
姿
を
隠
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
張
貴
は
戸
部
衙
門
に
投
ず
べ
き
文
書
を
何
故
に
韓
鑅
の
私
宅
に
投
じ

た
の
か
、
ま
た
何
故
直
ぐ
に
行
方
を
眩
ま
せ
た
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
皇
帝
は
綿
恩
に
命
じ
、
䔥
雲
漢
か
ら
張
貴
の

年
貌
等
を
聴
き
取
っ
た
上
、
番
役
を
派
遣
し
て
彼
を
逮
捕
し
、
事
実
の
究
明
に
当
る
こ
と
を
命
じ
た
。

更
に
『
実
録
』
同
条
の
後
文
に
、

又
諭
。
拠
韓
鑅
奏
。
江
蘇
高
郵
州
巡
検
陳
倚
道
掲
報
。
査
獲
私
描
印
篆
。
假
給
串
票
。
具
稟
該
府
州
。
倶
未
批
発
。
本
年
正
月
初
十

日
。
将
各
禀
稿
。
録
詳
撫
藩
各
衙
門
。
亦
未
経
批
発
。
因
将
所
獲
各
項
銭
糧
偽
串
。
請
拠
情
代
奏
等
語
。
細
閲
此
案
情
節
。
及
所
描

印
信
。
真
偽
顕
然
。
自
非
出
於
捏
造
。

こ
の
文
に
由
っ
て
高
郵
州
巡
検
陳
倚
道
が
、
何
故
に
態
々
家
人
張
貴
を
北
京
へ
派
遣
し
て
戸
部
へ
訴
状
を
投
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
が

明
白
に
な
る
。
陳
倚
道
は
現
任
地
で
調
査
し
て
私
描
の
印
鑑
を
捺
印
し
た
租
税
徴
収
票
（
串
票
）（ 3
）
を
獲
得
し
た
の
で
、
そ
の
事
実
を

所
属
の
府
・
州
へ
申
し
出
た
。
し
か
し
両
者
と
も
何
の
指
令
を
も
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
年
正
月
十
日
に
、
府
州
へ
申
し
出
た
文
書

の
原
稿
を
も
っ
て
巡
撫
と
布
政
使
衙
門
へ
訴
え
出
た
が
、
亦
何
の
指
示
も
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
獲
得
し
た
各
項
目
の
銭
糧
の
偽
造
串

票
を
自
分
に
代
わ
っ
て
送
り
届
け
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
戸
部
に
於
い
て
こ
う
し
た
事
情
と
描
か
れ
た
印
鑑
を
詳
細
に
調

べ
た
所
、
そ
の
真
偽
は
明
白
で
、
捏
造
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
陳
倚
道
の
訴
え
を
直
ち
に

取
り
上
げ
処
理
す
べ
き
責
任
の
あ
る
上
司
達
、
知
府
・
知
州
か
ら
巡
撫
・
布
政
使
の
態
度
が
問
わ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
な
っ
た
。
又

事
態
の
究
明
の
為
に
も
皇
帝
は
欽
差
大
臣
の
派
遣
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
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皇
帝
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
上
記
『
実
録
』
の
後
続
文
（ 4
）
と
し
て
、

又
諭
。
地
方
徴
収
銭
糧
。
全

串
票
為
拠
。
高
郵
州
胥
吏
。
竟
有
私
雕
印
信
。
假
串
重
徴
之
事
。
実
属
大
干
法
紀
。
既
経
巡
検
陳
倚

道
査
獲
偽
串
。
禀
明
該
州
究
弁
。
該
州
意
存
袒
庇
。

擱
不
弁
。
及
通
禀
巡
撫
、
藩
司
、
本
府
各
衙
門
。
倶
未
批
発
。
又
令
該
巡
検

採
弁
硝
觔
。
自
係
藉
差
往
他
処
。
以
圖
消
弭
此
案
。
如
此
通
同
欺
蔽
。

縦
属
員
。
尤
非
尋
常
袒
庇
可
比
。

地
方
で
銭
糧
を
徴
収
す
る
に
は
、
全
て
串
票
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
高
郵
州
の
胥
吏
が
印
鑑
を
私
雕
し
て
偽
の
串
票

で
（
銭
糧
）
を
二
重
取
り
し
た
こ
と
は
、
実
に
法
令
に
大
い
に
違
反
し
た
こ
と
に
な
る
。
既
に
巡
検
陳
倚
道
が
偽
串
票
を
収
得
し
、
所
属

州
に
究
明
、処
置
す
る
こ
と
を
訴
え
出
た
の
に
、当
知
州
は
属
員
を
庇
う
こ
と
を
考
え
、放
置
し
て
処
置
し
な
か
っ
た
。（
巡
検
が
）
巡
撫
・

布
政
使
・
所
属
府
衙
門
に
訴
え
出
た
が
、
皆
（
処
置
に
つ
い
て
）
指
示
を
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
当
巡
検
に
硝
石
（ 5
）
採
取
を
命
じ
、

職
務
と
し
て
他
所
へ
行
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
案
件
の
揉
消
し
を
図
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
官
吏
が
一
体
に
な
っ
て
事
実
を
隠
蔽
し
、

属
員
を
庇
う
こ
と
は
、
通
常
の
庇
い
だ
て
に
比
べ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
皇
帝
は
、
高
郵
州
の
胥
吏
が
偽
造
の
串
票
を
使
用
し
て
銭
糧
を
二
重
取
り
し
た
事
を
厳
し
く
指
弾
す
る
と
共
に
、
巡
検
陳
倚
道

が
所
属
州
へ
証
拠
を
以
て
胥
吏
の
不
法
の
究
明
を
訴
え
出
た
の
に
、
知
州
は
属
員
の
庇
護
を
考
え
て
対
処
し
な
か
っ
た
。
巡
検
が
さ
ら
に

巡
撫
・
布
政
使
・
府
へ
通
報
し
た
が
、
彼
等
も
何
等
の
指
示
を
出
さ
ず
、
そ
の
上
、
巡
検
に
硝
石
採
取
と
云
う
職
務
出
張
を
命
じ
、
彼
の

留
守
中
に
事
件
の
揉
消
し
を
図
っ
た
、
と
い
う
。

更
に
次
の
よ
う
な
事
実
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

該
巡
検
稟
請
査
究
。
実
非
無
因
。
况
該
州
因
陳
倚
道
屡
次
具
稟
。
面
諭
該
巡
検
。
此
係
前
任
之
事
。
我
既
失
察
於
前
。
難
以
救
敗
。

不
過
勒
令
書
弁
。
将
銭
糧
彌
補
。
毋
庸
過
慮
。
是
該
州
亦
知
此
案
情
弊
属
実
。
特
因
前
任
事
件
。
推

不
弁
。
意
欲
彌
補
銭
糧
。
将
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就
了
事
。
以
掩
其
失
察
之
咎
。
若
地
方
官
於
此
等
侵
蝕
銭
糧
。
竟
敢
私
行
彌
補
。
則
倉
庫
設
有
虧
短
侵
漁
。
亦
将
彌
補
不
弁
耶
。

当
巡
検
が
究
明
を
願
い
出
た
の
は
、
全
く
当
然
の
事
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
当
知
州
は
陳
倚
道
が
何
度
も
申
し
出
て
い
る
の
に
、
当
巡
検

に
対
し
て
直
接
、
此
は
前
任
者
の
時
の
事
で
、
私
は
既
に
そ
の
事
を
摘
発
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
失
察
の
責
任
を
逃
れ

る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
胥
吏
に
命
じ
て
欠
損
に
な
っ
て
い
る
銭
糧
を
補
填
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
余
計
な
心
配
を
す
る
に
は
及
ば

な
い
、
と
云
っ
た
。
此
は
当
知
州
も
事
件
の
弊
害
が
事
実
で
あ
る
事
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
た
だ
前
任
の
事
件
な
の
で
責
任

を
前
に
押
し
つ
け
て
処
理
し
よ
う
と
せ
ず
、
銭
糧
を
補
填
す
る
だ
け
で
間
に
合
わ
せ
て
事
を
終
わ
ら
せ
、
自
身
の
監
督
不
行
き
届
き
の
責

任
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
地
方
官
が
こ
う
し
た
銭
糧
の
着
服
に
つ
い
て
、
勝
手
に
補
填
さ
せ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
倉
庫

に
若
し
欠
損
・
着
服
が
あ
れ
ば
、
亦
補
填
さ
せ
る
だ
け
で
、（
不
法
を
）
究
明
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
陳
倚
道
の
申
立
て
に
対
し
て
、
監
督
者
の
知
州
が
自
身
の
責
任
を
隠
蔽
す
る
為
に
、
胥
吏
に
着
服
し
た
銭
糧
を
補
填
、
即
ち

返
還
さ
せ
る
だ
け
に
し
て
、
事
件
そ
の
も
の
の
究
明
は
行
う
必
要
は
無
い
と
云
っ
て
い
る
。
不
正
の
証
拠
を
提
出
し
て
い
る
巡
検
（
現
地

の
調
査
官
）
に
対
し
て
、
上
司
の
知
州
が
不
正
の
究
明
を
実
行
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
巡
検
が
関
係
す
る
小
地
域
の
不
正
事
件
さ

え
取
り
上
げ
な
い
の
だ
か
ら
、
知
州
が
所
轄
の
倉
庫
で
よ
り
大
規
模
の
欠
損
や
着
服
事
件
が
起
こ
っ
て
も
、
そ
の
穴
埋
め
を
さ
せ
る
だ
け

で
不
正
の
究
明
は
実
行
し
な
い
の
か
、
と
い
う
皇
帝
の
問
責
は
至
極
当
然
の
事
で
あ
っ
た
。
結
局
、
皇
帝
は
両
江
総
督
書
麟
に
命
じ
、
欽

差
大
臣
達
が
現
地
に
到
着
す
る
前
に
全
証
拠
を
収
集
し
、
事
実
に
基
づ
い
た
報
告
を
行
う
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
な
お
次
の

よ
う
な
条
件
が
付
け
ら
れ
た
。
調
査
に
当
っ
て
閔
鶚
元
（
巡
撫
）、
康
基
田
（
布
政
使
）、
呉
瑍
（
知
州
）
等
を
庇
い
だ
て
す
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
後
に
欽
差
大
臣
達
の
調
査
で
そ
う
し
た
事
が
判
明
す
れ
ば
、
書
麟
自
身
も
彼
等
と
併
せ
て
処
罰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
（『
実

録
』
同
条
の
後
文
）。
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な
お
数
日
後
、
陳
倚
道
の
文
書
を
韓
鑅
の
私
邸
に
投
じ
た
ま
ま
姿
を
く
ら
ま
し
て
い
た
張
貴
が
逮
捕
さ
れ
た
。『
実
録
』
巻
一
三
五
二
、

乾
隆
五
十
五
年
四
月
丁
巳
の
条
に
、

本
日
拠
綿
恩
奏
。
派
令
番
役
。
将
陳
倚
道
投
遞
掲
帖
之
家
人
張
貴
。
并
幫
同
送
書
之
江
西
挙
人
王
曉
。
拏
獲
到
案
。

と
あ
り
、
上
述
の
陳
倚
道
家
人
張
貴
と
共
に
、
彼
が
陳
倚
道
の
文
書
を
北
京
へ
運
ぶ
の
を
助
け
た
江
西
省
の
挙
人
王
曉
が
逮
捕
さ
れ
た

の
で
あ
る
。『
実
録
』
の
後
文
に
よ
れ
ば
、
王
曉
の
供
述
と
し
て
、
陳
倚
道
は
曽
て
王
曉
に
付
い
て
勉
学
し
て
い
た
と
い
う
。
王
曉
は
去

年
会
試
を
受
験
し
た
後
、
郷
里
へ
帰
る
途
次
、
時
堡
司
の
陳
倚
道
の
衙
門
の
前
を
通
過
し
た
が
、
陳
倚
道
は
王
曉
を
年
明
け
ま
で
此
処
に

逗
留
さ
せ
た
。
そ
の
時
、
陳
倚
道
は
彼
に
高
郵
州
の
胥
吏
が
印
鑑
を
偽
造
し
て
銭
糧
を
二
重
徴
収
し
た
こ
と
。
そ
れ
を
府
・
州
、
巡
撫
に

訴
え
出
た
が
、
未
だ
究
明
、
処
置
さ
れ
る
の
を
見
な
い
。
今
年
王
曉
は
会
試
を
受
験
す
る
為
に
北
京
へ
行
く
の
で
、
自
分
の
文
書
を
北
京

ま
で
持
参
し
て
も
ら
っ
て
、
張
貴
に
戸
部
へ
差
し
出
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
、
と
云
う
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
陳
倚
道
の
家
人
張
貴

が
如
何
様
に
し
て
北
京
ま
で
行
っ
た
か
も
明
白
に
な
っ
た
。
そ
し
て
調
査
の
結
果
、
王
曉
が
陳
倚
道
の
文
書
を
北
京
ま
で
持
参
し
、
張
貴

に
そ
の
文
書
を
差
し
出
さ
せ
た
の
は
不
当
な
事
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
、
共
に
釈
放
さ
れ
た
。

二
、
事
件
捜
査
の
過
程

さ
て
、
稍
あ
っ
て
書
麟
の
調
査
報
告
が
皇
帝
の
下
へ
届
い
た
。『
実
録
』
巻
一
三
五
二
、
四
月
癸
亥
の
条
に

茲
拠
奏
称
。
陳
倚
道
於
上
年
冬
。
両
次
将
査
獲
假
印
串
票
。
稟
報
該
州
呉
瑍
。
竟
置
不
弁
。
直
至
本
年
。
経
陳
倚
道
通
詳
。
始
捏
称

訪
獲
稟
報
。
請
将
呉
瑍
革
職
厳
審
等
語
。



七﹇　

﹈

乾
隆
朝
末
期
の
胥
吏
の
不
法
行
為
に
つ
い
て

7

と
述
べ
ら
れ
、
書
麟
の
報
告
で
は
、
陳
倚
道
は
去
年
冬
、
二
度
獲
得
し
た
偽
造
印
鑑
の
串
票
を
以
て
知
州
呉
瑍
に
報
告
し
た
が
、
彼
は

放
置
し
て
処
置
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
本
年
（
乾
隆
五
十
五
）
に
な
っ
て
陳
倚
道
が
巡
撫
・
布
政
使
等
へ
通
報
し
た
の
で
、
よ
う
や
く

事
実
を
捜
索
し
て
報
告
し
た
と
い
い
加
減
な
言
い
訳
を
し
た
。
呉
瑍
を
革
職
と
し
厳
格
に
取
調
べ
た
い
、
と
云
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
知
州
呉
瑍
は
免
職
さ
れ
、
欽
差
大
臣
（
慶
桂
、
王
昶
等
）
に
引
き
渡
し
て
書
麟
も
協
同
し
て
彼
を
取
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

更
に
『
実
録
』
同
条
の
後
文
に
は
、

拠
書
麟
奏
。・
・
・
又
経
陳
倚
道
究
出
。
糧
書
夏
琯
。
用
假
串
抵
還
私
債
。
令
王
如
山
描

印
篆
各
情
節
。
已
拠
供
認
不
諱
。
是
該

巡
検
掲
報
情
形
。
竟
係
属
実
。
閔
鶚
元
職
任
封
圻
。
康
基
田
専
司
銭
穀
。
於
此
等
雕
描
假
印
。
冒
徴
銭
糧
之
案
。
一
経
発
覚
。
即
応

究
弁
。
拠
実
参
奏
。
乃
該
撫
於
陳
倚
道
詳
禀
時
。
僅
批
飭
両
司
厳
査
。
而
康
基
田
於
本
任
応
弁
之
事
。
復
移
交

司
。
並
不
自
行
査

弁
。
撫
藩
等
互
相
推

。
延
至
三
月
之
久
。
実
属
大
奇
。
恐
竟
有

縦
劣
員
。
通
同
欺
蔽
之
事
。

書
麟
の
報
告
で
は
、
陳
倚
道
は
糧
税
係
の
胥
吏
夏
琯
が
偽
造
の
串
票
を
使
用
し
て
（
銭
糧
を
重
複
徴
収
し
）
自
分
の
借
金
の
返
済
に
充

て
よ
う
と
し
、
王
如
山
に
印
鑑
を
模
写
さ
せ
た
と
い
う
事
情
を
調
べ
上
げ
た
。
彼
等
は
既
に
隠
さ
ず
白
状
し
た
。
此
は
当
巡
検
の
報
告
し

た
事
件
は
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
閔
鶚
元
は
巡
撫
の
任
に
あ
り
、
康
基
田
は
財
政
を
専
任
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
偽
の
印
鑑

を
彫
刻
し
て
銭
糧
を
詐
取
す
る
よ
う
な
事
件
が
、
一
度
発
覚
す
れ
ば
、
直
ち
に
究
明
対
処
し
、
事
実
に
基
づ
い
て
弾
劾
上
奏
す
べ
き
で
あ

る
。
然
る
に
当
巡
撫
は
陳
倚
道
の
報
告
を
受
け
た
時
、
只
だ
布
政
使
・
按
察
使
に
厳
格
な
調
査
を
命
じ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
而
も
康
基
田

は
本
人
が
対
処
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
、
按
察
使
に
申
し
伝
え
た
だ
け
で
自
ら
究
明
、
処
置
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
巡
撫
・
布

政
使
等
が
互
い
に
責
任
を
押
し
付
け
合
っ
て
、
処
置
が
三
個
月
も
引
き
延
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
実
に
異
常
な
事
で
あ
る
。
結
局
不
良

の
属
員
を
庇
い
立
て
し
て
皆
一
体
に
な
っ
て
事
実
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
文
で
は
、
糧
税
係
の
胥
吏
夏
琯
が
私
的
な
借
金
を
返
済
す
る
為
に
串
票
を
偽
造
し
た
事
、
そ
の
為
に
王
如
山
に
官
印
を
書
き
写
さ

せ
た
事
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（ 6
）。
し
か
し
こ
う
し
た
事
実
が
報
告
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
巡
撫
や
布
政
使
は
そ
う
し
た
不
正
事
件

に
対
処
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
皇
帝
は
官
僚
達
が
協
同
し
て
事
件
の
隠
蔽
を
謀
っ
た
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
具
体
的
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。『
実
録
』
巻
一
三
五
三
、
乾
隆
五
十
五
年
四
月
丙
寅
の
条
に
よ
れ
ば
、
巡
検
陳
倚

道
が
巡
撫
閔
鶚
元
に
事
実
を
報
告
し
た
の
は
一
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。し
か
し
閔
鶚
元
自
身
の
上
奏
で
は
二
月
十
二
日
、揚
州
に
立
ち
寄
っ

た
際
に
、
知
府
劉
炳
、
知
州
呉
瑍
か
ら
、「
假
印
偽
票
一
案
」
に
付
き
、
徴
税
係
の
胥
吏
夏
琯
を
逮
捕
し
事
実
の
究
明
に
当
っ
て
い
る
と

い
う
報
告
を
受
け
た
と
い
う
。
こ
の
間
既
に
約
一
個
月
が
経
過
し
て
い
る
。
皇
帝
は

今
江
蘇
高
郵
州
私
雕
印
信
。
假
串
重
徴
。
関
係
官
員
書
吏
重
罪
。・
・
而
閔
鶚
元
始
則
意
欲
彌
縫
其
事
。
継
復
飾
詞
迴
護
。
実
属
狡

詐
負
恩
。

高
郵
州
の
「
私
雕
印
信
。
假
串
重
徴
」
事
件
で
、
関
係
あ
る
官
員
・
書
吏
は
罪
が
重
い
。・
・
し
か
も
閔
鶚
元
は
始
は
そ
の
事
実
を
い

い
加
減
に
誤
魔
化
そ
う
と
し
、
継
い
で
は
言
葉
を
繕
っ
て
属
員
を
庇
護
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
実
に
悪
賢
く
皇
恩
に
負
く
こ
と
で
あ
る

と
皇
帝
は
断
じ
た
。
皇
帝
は
今
迄
は
閔
鶚
元
を
厚
く
信
頼
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
久
し
く
巡
撫
の
任
に
あ
っ
て
真
面
目
に
諸
事
を

処
理
し
て
き
た
の
で
、
や
が
て
は
内
で
は
尚
書
、
外
で
は
総
督
に
昇
任
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
で
は
自
ら

罪
を
犯
す
様
な
事
を
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
巡
撫
の
任
を
受
け
る
こ
と
な
ど
出
来
よ
う
か
と
し
て
直
ち
に
解
任
、
欽
差
大
臣
達
の
査

問
を
受
け
さ
せ
る
事
と
し
（『
実
録
』
同
条
の
後
文
）、
後
任
に
安
徽
巡
撫
の
福
崧
を
任
命
し
た
。

結
局
、
巡
検
陳
倚
道
の
報
告
が
知
州
か
ら
知
府
、
布
政
使
、
巡
撫
に
ま
で
達
し
た
時
間
的
経
緯
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。『
実
録
』
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巻
一
三
五
三
、
乾
隆
五
十
五
年
四
月
丁
卯
の
条
に
よ
れ
ば
、

諭
軍
機
大
臣
。・
・
・
査
閲
陳
倚
道
掲
報
戸
部
詳
文
内
称
。
上
年
十
一
月
二
十
七
日
。
十
二
月
初
三
日
。
両
次
詳
禀
知
州
。
十
二
月

十
五
日
。
専
禀
知
府
。
本
年
正
月
初
十
日
。
申
詳
撫
藩
。
倶
未
経
批
発
。
正
月
二
十
六
日
。
令
家
人
張
貴
。
自
高
郵
起
身
赴
京
。
是

該
巡
検
因
畳
禀
本
省
各
上
司
。
耽
延
不
弁
。
始
行
差
人
赴
京
投
遞
。

こ
の
文
に
よ
っ
て
陳
倚
道
が
家
人
張
貴
を
北
京
へ
派
遣
し
て
、高
郵
州
の
事
件
を
戸
部
へ
報
告
さ
せ
よ
う
と
し
た
経
緯
が
明
確
と
な
る
。

所
が
閔
鶚
元
の
上
奏
で
は
陳
倚
道
の
そ
れ
と
日
時
に
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。

而
閔
鶚
元
摺
内
所
称
。
係
正
月
十
六
日
。
接
閲
該
巡
検
禀
帖
。
十
八
日
。
批
司
厳
査
。
二
月
十
二
日
。
路
過
揚
州
。
経
該
府
劉
炳
、

知
州
呉
瑍
。
禀
知
此
事
。
自
泰
安
遵
旨
回
蘇
。
於
三
月
初
四
日
到
署
。
接
拠
呉
瑍
二
月
一
七
日
詳
禀
。

閔
鶚
元
の
上
奏
に
云
う
所
で
は
、
当
巡
検
の
報
告
書
を
見
た
の
は
正
月
十
六
日
で
、
十
八
日
に
布
政
使
、
按
察
使
に
厳
査
を
命
じ
た
。

二
月
十
二
日
に
巡
察
の
途
上
、
揚
州
を
通
過
し
た
際
、
知
府
劉
炳
、
知
州
呉
瑍
か
ら
こ
の
事
件
を
知
ら
さ
れ
た
。（
そ
の
後
）
泰
安
よ
り

蘇
州
へ
戻
り
、
三
月
四
日
に
巡
撫
署
に
帰
着
し
て
呉
瑍
の
二
月
十
七
日
付
け
の
報
告
書
を
受
取
っ
た
と
云
う
。
こ
の
閔
鶚
元
の
上
奏
に
対

し
乾
隆
帝
は
強
く
非
難
し
た
。『
実
録
』
同
条
の
後
続
文
に

試
思
。
正
月
十
六
日
距
三
月
初
四
日
。
中
間
幾
及
両
月
。
閔
鶚
元
始
則
批
令
藩

両
司
査
弁
。
仍
候
督
院
批
示
。
以
為
推

卸
過
地

歩
。
継
復
以
批
司
飭
府
。
提
審
了
事
。
明
係
遷
延
不
奏
。
有
意
消
弭
。
已
無
可
置
喙
。

思
っ
て
も
み
よ
、
正
月
十
六
日
か
ら
三
月
四
日
ま
で
、
そ
の
間
殆
ど
両
月
で
あ
る
。
閔
鶚
元
は
始
は
布
政
使
、
按
察
使
に
調
査
、
処
置

を
命
じ
た
が
、
一
方
総
督
の
指
示
を
待
た
せ
て
責
任
逃
れ
の
余
地
を
残
そ
う
と
し
た
。
継
い
で
は
ま
た
布
政
使
、
知
府
に
指
示
し
て
調
査

さ
せ
事
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
事
態
を
引
き
延
ば
し
て
報
告
せ
ず
、事
件
を
揉
消
そ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
っ
て
、
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言
い
訳
の
出
来
る
事
で
は
な
い
と
。
更
に
ま
た
知
州
呉
瑍
に
対
し
て
は

呉
瑍
聞
知
該
巡
検
於
正
月
内
。
通
詳
撫
藩
。
知
事
難
掩
飾
。
始
於
二
月
内
禀
出
。
又
捏
称
与
陳
倚
道
一
同
査
拏
。
其
為
事
後
彌
縫
。

通
同
徇
隠
。
更
無
疑
義
。

呉
瑍
は
当
巡
検
が
正
月
内
に
巡
撫
、
布
政
使
に
報
告
し
た
事
を
知
っ
て
、
事
件
を
覆
い
隠
す
事
は
出
来
な
い
と
知
り
、
よ
う
や
く
二
月

に
な
っ
て
巡
撫
に
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
陳
倚
道
と
共
に
調
査
し
て
（
胥
吏
達
を
）
逮
捕
し
た
と
無
根
の
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ

は
事
後
を
取
り
繕
ろ
い
協
同
し
て
事
態
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
全
く
疑
い
が
無
い
と
、
厳
し
く
批
判
し
た
。

所
が
こ
の
後
の
書
麟
の
報
告
、『
実
録
』
巻
一
三
五
三
、
乾
隆
五
十
五
年
四
月
庚
午
の
条
に
は
、

諭
。
拠
書
麟
奏
。
・
・
内
称
。
高
郵
州
知
州
呉
瑍
。
接
拠
陳
倚
道
両
次
具
稟
。
並
不
批
発
。
揚
州
府
知
府
劉
炳
。
於
陳
倚
道
具
稟
之

後
。
即
行
提
審
。
将
林
之
佩
假
印
偽
票
各
情
究
出
。
尚
無
扶
同
徇
庇
情
事
。
因
該
府
将
陳
倚
道
之
禀
。
批
発
到
州
。
閔
鶚
元
、
康
基

田
。
将
陳
倚
道
之
詳
。
批
行
到
府
。
陳
倚
道
無
従
知
悉
。
以
致
疑
為
未
批
等
語
。

と
あ
り
、
書
麟
の
云
う
所
で
は
、
高
郵
州
知
州
呉
瑍
は
、
陳
倚
道
か
ら
二
度
の
報
告
を
受
取
っ
た
が
、
何
等
の
指
示
も
だ
さ
な
か
っ
た
。

た
だ
揚
州
府
知
府
劉
炳
は
、
陳
倚
道
の
報
告
の
後
、
直
ち
に
取
調
べ
を
行
い
、
林
之
佩
が
假
印
偽
票
を
使
用
し
た
と
い
う
事
実
を
摘
発
し

た
の
で
、
協
同
し
て
庇
い
あ
っ
た
と
云
う
事
実
は
有
り
ま
せ
ん
。
当
府
は
陳
倚
道
の
報
告
に
よ
り
、
州
へ
指
示
を
降
し
、
閔
鶚
元
、
康
基

田
は
陳
倚
道
の
報
告
（
詳
文
）
に
よ
っ
て
府
へ
指
示
を
降
し
た
が
、
陳
倚
道
は
そ
の
事
を
知
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
で
誰
も
指
示
を
降

さ
な
か
っ
た
と
疑
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
と
云
っ
て
来
た
。

書
麟
の
こ
の
言
い
分
で
は
、
知
州
呉
瑍
は
陳
倚
道
の
報
告
に
対
し
て
指
示
を
与
え
な
か
っ
た
が
、
他
の
責
任
者
の
官
僚
達
は
そ
れ
ぞ
れ

に
調
べ
に
当
っ
た
り
、
指
示
を
降
し
た
り
し
て
い
て
、
陳
倚
道
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
ま
し
て
各
官
が
協
同
し
て
庇
い
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合
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
無
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
陳
倚
道
の
戸
部
へ
の
申
立
て
等
、
皇
帝
の
把
握
し
て
い
る

事
実
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
乾
隆
帝
は
書
麟
の
報
告
に
対
し
直
ち
に
反
論
を
加
え
、

今
転
先
為
開
脱
。
希
図
掩
飾
。
並
不
将
閔
鶚
元
及
該
府
劉
炳
厳
参
。
一
味
瞻
徇
。
実
属
有
負
委
任
。

書
麟
は
、
今
で
は
先
ず
彼
等
を
罪
か
ら
逃
れ
さ
せ
て
や
り
事
実
を
覆
い
隠
そ
う
と
意
図
し
、
閔
鶚
元
と
知
府
劉
炳
を
厳
し
く
弾
劾
し
て

い
な
い
。
ひ
た
す
ら
私
情
に
捉
わ
れ
て
不
正
を
為
す
の
は
委
任
の
責
任
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
し
、
書
麟
を
吏
部
に
申
し
つ

け
て
「
厳
加
議
処
」
と
処
分
を
命
じ
た
（『
実
録
』
同
条
の
後
文
）。

高
郵
州
の
胥
吏
に
よ
る
「
私
雕
印
篆
、
假
串
重
徴
」
と
云
う
事
件
は
、
巡
検
陳
倚
道
に
よ
っ
て
摘
発
さ
れ
、
そ
の
処
置
の
指
示
を
仰
ぐ

報
告
が
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
の
上
司
、
高
郵
州
知
州
呉
瑍
、
揚
州
府
知
府
劉
炳
、
布
政
使
康
基
田
、
巡
撫
閔
鶚
元
へ
と
為
さ
れ
た
。
し
か
し
彼

等
は
皆
こ
の
事
件
に
積
極
的
に
対
処
し
な
か
っ
た
。
陳
倚
道
は
た
ま
り
か
ね
て
家
人
張
貴
を
北
京
へ
派
遣
し
戸
部
へ
こ
の
事
実
を
訴
え
出

た
事
に
よ
っ
て
始
め
て
重
要
事
件
と
認
識
さ
れ
欽
差
大
臣
の
派
遣
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
結
果
と
し
て
関
係
す
る
知
州
か
ら
巡

撫
に
至
る
ま
で
の
各
官
が
免
職
、
逮
捕
さ
れ
、
こ
の
事
件
の
張
本
人
と
な
っ
た
胥
吏
達
も
共
々
熱
河
の
行
在
へ
護
送
さ
れ
て
大
学
士
・
九

卿
ら
の
訊
問
を
う
け
る
事
に
な
っ
た
。

三
、
事
件
の
内
容

所
で
銭
糧
徴
収
係
の
胥
吏
達
が
如
何
な
る
方
法
を
使
っ
て
「
私
雕
印
篆
、
假
串
重
徴
」
し
た
か
に
つ
い
て
は
『
実
録
』
の
記
事
か
ら
は

殆
ど
具
体
的
事
実
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
『
上
諭

』（『
宮
中

』
は
こ
の
期
間
の
記
録
を
欠
い
て
い
る
）
乾
隆
五
十
五
年
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五
月
二
十
日
の
条
に
は
大
学
士
・
九
卿
等
の
訊
問
、
そ
れ
に
対
す
る
被
告
ら
の
供
述
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
『
上
諭

』
の

記
事
に
よ
り
事
件
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
官
僚
達
の
行
動
に
付
い
て
は
前
節
で
大
方
の
所
は
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
本
節

で
は
胥
吏
達
の
行
動
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

所
で
巡
検
陳
倚
道
は
如
何
様
に
し
て
胥
吏
達
が
偽
の
串
票
を
行
使
し
て
い
る
事
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
自
身
の
供
述
の
中
で

次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

耺
於
上
年
正
月
内
。
聴
得
時
堡
鎮
百
姓
們
説
。
我
們
銭
糧
已
経
交
過
。
何
以
此
時
又
要
催
徴
的
話
。
我
就
留
心
査
訪
。
五
六
両
月
内
。

先
後
査
獲
假
印
串
票
十
七
張
。
倶
係
五
十
、五
十
一
両
年
的
。
恐
近
年
尚
有
此
等
偽
串
。
必
須
徹
底
清
査
。

私
は
去
年
（
乾
隆
五
十
四
）
正
月
に
、
時
堡
鎮
の
農
民
達
が
銭
糧
は
既
に
納
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
何
故
今
に
な
っ
て
復
催
促
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
云
っ
て
い
る
の
を
聞
い
た
。
私
は
そ
こ
で
注
意
し
て
現
地
へ
行
っ
て
調
べ
た
。
五
、六
の
二
ヶ
月
で

前
後
し
て
假
印
の
串
票
十
七
枚
を
獲
得
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
共
に
五
十
年
、
五
十
一
年
の
物
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
は
近
年
も
な
お
こ
う
し

た
偽
の
串
票
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
徹
底
的
に
調
査
す
べ
き
で
あ
る
。

陳
倚
道
は
自
分
の
管
轄
下
の
（
時
堡
鎮
）
農
民
が
銭
糧
を
既
に
納
め
た
の
に
、
何
故
再
度
徴
収
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
訝
っ
て

い
る
の
を
聞
い
て
調
査
を
行
っ
た
と
云
う
。
そ
の
結
果
獲
得
し
た
假
印
串
票
は
五
十
年
、五
十
一
年
に
使
用
さ
れ
た
物
で
あ
っ
た
と
云
う
。

と
い
う
事
は
既
に
現
在
の
事
件
発
覚
よ
り
四
、五
年
前
か
ら
偽
造
串
票
を
使
っ
て
銭
糧
を
重
複
徴
収
す
る
不
正
が
行
わ
れ
て
い
た
事
に
な

ろ
う
。
し
か
し
陳
倚
道
が
中
央
の
戸
部
へ
直
訴
す
る
ま
で
、
こ
う
し
た
事
実
は
誰
も
摘
発
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
当
時
、
こ
う

し
た
胥
吏
達
に
よ
る
不
正
事
件
は
各
地
で
起
こ
っ
て
い
て
、
地
方
官
に
と
っ
て
は
一
々
改
め
て
追
究
す
る
必
要
も
無
い
事
と
意
識
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
郵
州
知
州
呉
瑍
も
陳
倚
道
の
報
告
に
対
し
て
、
そ
れ
は
前
任
者
の
時
の
事
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件
で
今
と
な
っ
て
は
適
当
に
補
填
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
意
味
の
事
を
云
っ
て
い
る
。
地
方
に
お
け
る
小
さ
な
銭
糧
の
欠
損
（
胥
吏
に

よ
る
横
領
）
等
は
地
方
で
適
当
に
彌
補
（
補
填
）
す
れ
ば
よ
い
と
云
う
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
時
堡
鎮
に
お
け
る
五
十
年
、

五
十
一
年
の
假
印
串
票
の
行
使
も
誰
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
知
州
呉
瑍
が
陳
倚
道
の
報
告
を
受
取
っ
て
も
直
ち
に
対
処
す
べ

き
指
示
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
風
潮
の
中
で
考
え
れ
ば
至
極
当
然
の
事
で
あ
っ
た
と
も
云
え
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
責
任

者
が
管
轄
下
の
胥
吏
の
不
正
を
積
極
的
に
摘
発
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
、
胥
吏
を
庇
護
し
て
い
る
と
云
わ
れ
て
も
致
し
方
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

所
で
胥
吏
は
実
際
に
如
何
様
に
し
て
假
印
串
票
を
作
成
し
行
使
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
最
初
に
訊
問
を
受
け
た
の
は
林
之
佩
で

あ
っ
た
。
以
下
が
彼
の
供
述
で
あ
る
。

我
係
高
郵
州
人
。
充
当
本
州
戸
房
書
弁
。
乾
隆
五
十
年
三
月
初
一
日
。
有
同
衙
門
書
弁
趙
瑄
、
李
松
年
、
馮
国
経
。
到
家
閑
談
。
大

家
説
起
乏
銭
用
度
。
我
那
時
想
起
。
相
識
的
邢
徳
培
。
会
刻
圖
章
。
起
意
私
雕
州
印
。
假
造
印
票
。

騙
粮
戸
銀
銭
使
用
。
趙
琯
們

都
各
應
允
。

林
之
佩
は
高
郵
州
人
で
、
当
州
の
戸
房
の
胥
吏
に
な
っ
た
。
乾
隆
五
十
年
三
月
一
日
に
、
当
衙
門
の
胥
吏
の
趙
瑄
、
李
松
年
、
馮
国
経

等
が
彼
の
家
で
閑
談
し
た
が
、
皆
が
日
用
の
銭
が
足
り
な
い
と
こ
ぼ
し
た
。
私
は
そ
の
時
、
知
り
合
い
の
邢
徳
培
が
印
鑑
を
彫
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
こ
で
州
の
印
鑑
を
勝
手
に
彫
り
印
票
（
串
票
）
を
偽
造
し
て
納
税
戸
の
銀
銭
を
騙
し
取
っ
て
使
お
う
と

思
い
立
っ
た
。
趙
瑄
達
は
各
々
皆
同
意
し
た
。

こ
れ
を
読
め
ば
胥
吏
達
は
い
と
も
簡
単
に
銭
糧
徴
収
票
（
印
票
）
を
偽
造
す
る
の
を
認
め
合
っ
て
い
る
。
自
分
達
が
日
々
の
生
活
費

に
欠
乏
し
て
い
る
か
ら
農
民
達
の
税
銀
を
騙
し
取
ろ
う
と
い
う
の
は
、
全
く
言
語
道
断
の
こ
と
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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次
い
で三

月
初
二
日
。
我
邀
邢
徳
培
到
家
。
告
知
假
造
串
票
情
由
。
央
他
雕
刻
假
印
。
許
給
銭
二
千
文
。
邢
徳
培
初
猶
未
允
。
我
説
将
来
設

或
敗
露
。
断
不
連
累
。
邢
徳
培
始
行
應
允
。
我
想
豆
腐
乾
易
於
雕
刻
。
又
易
於
銷
毀
。
随
買
老
豆
腐
乾
。
交
給
邢
徳
培
。
又
尋
出
州

印
旧
封
套
一
個
給
他
。
他
照
様
在
腐
乾
上
刻
好
。
交
給
我
。
彼
時
送
邢
徳
培
銭
二
千
文
。
偽
造
假
串
票
五
十
一
張
。

翌
三
月
二
日
。
私
は
邢
徳
培
を
家
に
招
い
て
、
串
票
を
偽
造
す
る
事
情
を
告
げ
、
偽
の
印
鑑
を
彫
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
、
銭
二
千

文
を
払
う
こ
と
に
し
た
。
邢
徳
培
は
初
め
は
矢
張
り
承
諾
し
な
か
っ
た
。
私
は
将
来
も
し
露
見
す
る
事
が
あ
っ
て
も
決
し
て
巻
き
添
え
に

は
し
な
い
と
約
束
し
た
。
邢
徳
培
は
そ
こ
で
始
め
て
承
諾
し
た
。
私
は
乾
豆
腐
（
豆
腐
乾
―
筆
者
に
は
如
何
な
る
物
か
未
詳
）
が
彫
刻
し

易
く
、
壊
し
や
す
い
こ
と
を
思
い
つ
き
、
そ
こ
で
乾
豆
腐
を
買
っ
て
邢
徳
培
に
与
え
た
。
又
州
印
の
有
る
古
い
封
筒
を
探
し
出
し
て
彼
に

与
え
た
。彼
は
見
本
通
り
に
乾
豆
腐
に
彫
刻
し
て
私
に
渡
し
た
。そ
の
時
私
は
邢
徳
培
に
銭
二
千
文
を
送
り
、串
票
五
十
一
枚
を
偽
造
し
た
。

林
之
佩
は
邢
徳
培
に
頼
ん
で
、
謝
金
銭
二
千
文
で
州
印
を
彫
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
云
う
豆
腐
乾
（
乾
豆
腐
）
が
如
何
な
物
か
筆

者
に
は
全
く
不
詳
な
の
だ
が
、
恐
ら
く
日
常
的
に
容
易
に
入
手
可
能
な
物
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
使
っ
て
州
印
を
偽
造
し
、
そ
の
印
鑑

を
捺
し
た
偽
串
票
五
十
一
枚
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、

同
趙
瑄
們
於
三
四
月
内
。
各
自
向
親
友
包
攬
。
完
納
銭
粮
。
共
計
五
十
一
戸
。
得
銀
二
十
二
両
零
。
我
与
趙
瑄
們
。
照
各
人
包
攬
数

目
。
分
用
所
有
假
印
。
当
即
銷
毀
。

林
之
佩
は
、
趙
瑄
達
と
三
月
、
四
月
内
に
そ
れ
ぞ
れ
親
戚
、
友
人
の
銭
糧
を
一
括
請
負
い
し
完
納
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
合
計
五
十
一
戸
か

ら
銀
二
十
二
両
余
を
得
た
。
私
は
趙
瑄
達
と
共
に
各
人
が
請
負
っ
た
数
量
に
従
っ
て
偽
造
印
を
使
用
し
、直
ぐ
に
そ
れ
を
砕
い
て
し
ま
っ
た
。

林
之
佩
の
云
う
所
で
は
、
偽
串
票
五
十
一
枚
を
使
用
し
て
五
十
一
戸
の
銭
糧
を
包
攬
し
銀
二
十
二
両
余
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
所
で
包
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攬
に
つ
い
て
で
あ
る
が
（ 7
）、
当
時
は
銭
糧
の
納
入
は
自
封
投
櫃
が
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
林
之
佩
等
は
親
戚
・
友
人
（
親
友
）
達
を

対
象
に
包
攬
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
親
戚
・
友
人
達
も
林
之
佩
を
一
応
は
信
用
し
て
い
た
の
で
包
攬
に
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼

と
は
別
に
、
趙
瑄
等
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
趙
瑄
は
十
四
枚
の
偽
串
を
受
取
り
、
李
松
年
は
十
六
枚
、
馮
国
経
は
十
三
枚
を
受
取
り
、
各
自

矢
張
り
「
親
友
・
相
識
人
」
を
対
象
に
包
攬
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
が
得
た
銀
の
数
量
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

更
に
こ
れ
に
次
い
で

八
月
間
。
我
与
趙
瑄
、
李
松
年
、
馮
国
経
。
又
各
自
包
攬
銀
米
。
我
仍
邀
邢
徳
培
到
家
。
用
腐
乾
刻
成
州
印
。
謝
給
邢
徳
培
銭
八
百

文
。
我
依
旧
偽
造
串
票
三
十
七
張
。
仍
向
親
友
包
攬
銭
糧
。
共
計
二
十
七
戸
。
得
銀
十
八
両
零
。
米
八
斗
零
。
我
們
大
家
分
用
假
印

也
。
随
即
銷
毀
。
各
花
戸
亦
未
看
破
。

八
月
に
な
っ
て
、
林
之
佩
は
ま
た
趙
瑄
等
と
銀
米
を
包
攬
し
た
。
矢
張
り
邢
徳
培
に
頼
ん
で
乾
豆
腐
を
使
っ
て
州
印
を
彫
ら
せ
、
銭

八
百
文
を
謝
礼
と
し
て
支
払
っ
た
と
云
う
。
林
之
佩
は
今
回
は
三
十
七
枚
の
串
票
を
偽
造
し
た
が
、
二
十
七
戸
の
銭
糧
を
包
攬
し
て
銀

十
八
両
余
、
米
八
斗
余
を
得
た
。
他
の
皆
も
假
印
を
使
用
し
た
が
、
直
ち
に
砕
い
た
。
各
農
家
は
ま
だ
偽
串
票
を
看
破
出
来
な
か
っ
た
と

い
う
。
今
回
の
偽
串
票
の
使
用
に
つ
い
て
、
趙
瑄
等
の
使
用
枚
数
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
獲
得
し
た
銀
に
つ
い
て
は
、
趙
瑄
は
九

両
五
銭
零
、李
松
年
は
八
両
二
銭
零
、馮
国
経
は
九
両
二
銭
零
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
次
い
で
彼
等
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

後
来
本
州
比
追
民
欠
緊
急
。
我
們
各
自
設
措
。
陸
続
照
数
清
完
銭
粮
。
所
有
真
串
票
。
因
前
経
発
給
假
串
。
是
以
将
真
串
倶
経
銷
毀
。

後
に
な
っ
て
本
州
（
高
郵
州
）
の
民
欠
（ 8
）
追
徴
が
差
し
迫
っ
た
の
で
、
我
々
は
各
自
対
策
を
講
じ
次
々
に
額
数
通
り
銭
粮
を
完
納

し
た
。
所
有
し
て
い
た
真
正
の
串
票
は
、
前
に
偽
串
票
を
（
納
税
戸
に
）
渡
し
て
あ
っ
た
の
で
皆
廃
棄
し
た
と
。

高
郵
州
が
農
民
未
納
の
銭
糧
を
民
欠
と
し
て
追
徴
を
行
う
の
は
当
然
の
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
実
際
の
民
欠
で
は
な
く
て
胥
吏
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達
が
偽
串
票
を
使
用
し
て
農
民
の
納
め
る
べ
き
銭
糧
を
包
攬
し
、横
領
し
た
の
で
、そ
の
分
が
州
の
徴
税
簿
で
は
欠
損
、即
ち
民
欠
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
追
徴
の
期
が
迫
っ
て
来
た
の
で
彼
等
は
額
面
通
り
銭
糧
は
納
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
邢
徳
培
も
訊
問
を
受

け
た
が
、
林
之
佩
と
ほ
ぼ
同
様
の
供
述
を
し
て
い
る
。

次
い
で
は
夏
琯
の
場
合
で
あ
る
。
彼
の
供
述
に
よ
れ
ば
事
実
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

我
係
高
郵
州
人
。
充
当
本
州
五
総
里
書
。
乾
隆
五
十
年
正
月
間
。
我
借
用
護
国
寺
僧
人
銀
九
両
。
又
借
用
安
楽
寺
僧
人
銀
十
両
。・
・

至
五
十
一
年
二
月
間
。
両
寺
僧
人
。
屡
向
我
催
討
欠
項
。
没
得
還
他
。
我
聴
得
。
五
十
年
。
林
之
佩
曽
私
雕
假
印
。
偽
造
串
票
。

騙
銀
両
。
未
経
敗
露
。
因
想
起
。
姜
開
遠
与
我
相
好
。
又
会
刻
圖
章
。
就
邀
他
来
家
。
給
他
銭
一
千
六
百
文
。

私
は
高
郵
州
人
で
あ
り
ま
す
。
本
州
の
五
総
里
書
（
高
郵
州
第
五
図
の
里
書
）
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
乾
隆
五
十
年
正
月
に
私
は
護
国

寺
の
僧
侶
か
ら
銀
九
両
を
借
用
し
、
ま
た
安
楽
寺
の
僧
侶
か
ら
銀
十
両
を
借
用
し
た
。・
・
五
十
一
年
二
月
に
な
っ
て
、
両
寺
の
僧
は
私

に
頻
り
に
借
金
返
済
の
催
促
を
し
た
が
、
還
す
事
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
私
は
、
五
十
年
に
林
之
佩
が
偽
印
を
彫
っ
て
串
票
を

偽
造
し
、
銀
両
を
騙
し
取
っ
た
が
未
だ
露
見
し
て
い
な
い
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
姜
開
遠
が
私
と
親
し
く
、
印
鑑
を
彫
刻
す

る
こ
と
が
出
来
る
の
を
思
い
出
し
、
彼
を
家
に
招
い
て
銭
千
六
百
文
を
支
払
い
ま
し
た
。

夏
琯
は
高
郵
州
五
総
の
里
書
で
あ
っ
た
が
、
借
金
の
返
済
に
困
っ
て
い
た
時
、
林
之
佩
が
偽
造
串
票
を
使
っ
て
銀
両
を
騙
し
取
り
、
そ

れ
が
未
だ
露
見
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
の
で
、
自
分
も
そ
れ
を
真
似
て
や
ろ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
友
人
の

姜
開
遠
に
頼
ん
で
偽
印
を
彫
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

姜
開
遠
応
允
。
就
買
老
豆
腐
乾
。
照
旧
存
印
封
。
彫
刻
州
印
。
我
就
偽
造
串
票
。
将
僧
人
応
完
銭
粮
数
目
。
填
写
仮
串
。
給
与
僧
人
。

以
抵
欠
項
。
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謝
礼
銭
千
六
百
文
で
承
諾
し
た
姜
開
遠
は
そ
こ
で
乾
豆
腐
を
買
っ
て
、
手
元
に
保
存
し
て
い
た
古
い
州
印
を
捺
し
た
文
書
に
倣
っ
て
州

印
を
そ
れ
に
彫
刻
し
た
。
私
は
そ
れ
を
使
っ
て
串
票
を
偽
造
し
、
僧
侶
が
納
入
す
べ
き
銭
糧
数
を
偽
造
し
た
串
票
に
記
入
し
て
そ
れ
を
僧

侶
に
渡
し
、
借
金
に
当
て
る
こ
と
に
し
た
と
言
う
。

夏
琯
が
串
票
を
偽
造
し
た
の
は
上
述
の
林
之
佩
等
の
方
法
を
模
倣
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
包
攬
で
は
な
く
、
個
別
に
僧
侶

に
納
税
額
を
記
し
た
偽
串
票
（
納
税
領
収
書
）
を
渡
し
、
即
ち
僧
侶
は
納
税
済
み
で
銭
糧
を
収
め
な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ

に
よ
っ
て
借
金
を
相
殺
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

不
料
。
万
栄
光
、
馮
厚
、
周
曰
庠
、
夏
遇
盛
。
於
僧
人
処
。
識
破
仮
串
。
随
来
問
我
。
我
不
能
抵
頼
。
告
以
実
情
。
他
們
説
。
你
既

如
此
仮
捏
。
我
們
也
要
幾
張
。
若
不
給
我
們
。
就
要
出
首
。
我
没
奈
何
。
除
自
用
十
二
張
外
。
下
剰
四
十
四
張
。
都
分
給
他
們
四
人
。

又
向
他
門
四
人
。
将
所
得
銀
数
。
各
分
一
半
給
我
。

思
い
も
か
け
ず
、
万
栄
光
、
馮
厚
、
周
曰
庠
、
夏
遇
盛
等
が
僧
侶
の
処
で
偽
造
串
票
で
あ
る
こ
と
を
見
破
り
、
直
に
私
に
問
い
か
け
て

き
た
。
私
は
言
い
逃
れ
が
出
来
ず
実
情
を
告
げ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
が
云
う
の
に
は
、
お
前
が
こ
の
様
に
捏
造
し
た
か
ら
に
は
、
我
々
に
も
そ

の
幾
枚
か
を
寄
こ
せ
、
若
し
寄
こ
さ
な
け
れ
ば
我
々
は
直
ぐ
訴
え
て
出
る
ぞ
と
。
私
は
仕
方
な
く
自
用
の
十
二
枚
を
除
き
、
残
り
の
四
十
四

枚
を
彼
ら
四
人
に
分
け
与
え
た
。
そ
こ
で
私
は
彼
ら
四
人
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
得
た
銀
額
の
半
分
を
私
に
寄
こ
す
よ
う
に
云
っ
た
。

こ
う
し
て
夏
琯
は
恐
ら
く
知
り
合
い
の
四
人
の
胥
吏
に
串
票
が
偽
造
で
あ
る
の
を
見
破
ら
れ
、
共
々
に
悪
事
を
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
万
栄
光
等
は
何
処
で
如
何
様
に
し
て
夏
琯
の
串
票
を
偽
造
と
見
破
る
こ
と
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
が
万
栄
光
等

四
人
の
供
述
で
あ
る
。

我
們
都
係
高
郵
州
人
。
倶
充
当
本
州
庫
書
粮
書
。
乾
隆
五
十
一
年
二
月
内
。
因
在
安
楽
寺
護
国
寺
僧
人
処
。
見
有
完
粮
串
票
。
因
想
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此
時
尚
非
完
粮
之
期
。
何
以
遽
有
串
票
。
収
執
僧
人
説
。
是
夏
琯
代
我
完
納
。
給
我
這
串
票
的
。
我
們
看
串
票
内
印
文
。
辺
框
比
州

印
有
些
不
対
。
就
向
夏
琯
盤
詰
。
夏
琯
起
初
不
認
。
我
們
説
。
你
若
不
吐
実
情
。
就
要
出
首
了
。　

我
々
は
皆
高
郵
州
人
で
あ
る
。
共
に
本
州
の
倉
庫
の
書
吏
や
税
糧
係
り
の
書
吏
を
勤
め
て
い
た
。
乾
隆
五
十
一
年
二
月
に
、
安
楽
寺
・

護
国
寺
の
僧
侶
の
処
で
銭
糧
完
納
の
領
収
書
（
串
票
）
を
見
た
。
だ
が
こ
の
時
期
は
銭
糧
納
税
の
時
期
で
は
な
い
の
に
、
何
故
に
完
納
の

領
収
書
が
有
る
の
か
と
思
っ
た
。
保
管
し
て
い
る
僧
侶
が
云
う
の
に
は
、
是
は
夏
琯
が
私
に
代
わ
っ
て
銭
糧
を
完
納
し
て
此
の
串
票
を
私

に
寄
こ
し
た
の
だ
と
。
私
等
は
串
票
の
印
文
を
見
た
が
、そ
の
縁
取
り
が
州
印
と
少
し
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
夏
琯
を
問
い
詰
め
た
と
こ
ろ
、

夏
琯
は
初
め
は
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
我
々
は
お
前
が
若
し
実
情
を
吐
か
な
い
の
な
ら
ば
、
訴
え
て
出
て
や
る
と
云
っ
た
。

万
栄
光
等
四
人
は
高
郵
州
の
胥
吏
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
五
十
一
年
二
月
に
僧
侶
の
処
で
夏
琯
が
偽
造
し
た
銭
糧
完
納
の
領
収
書（
串
票
）

を
見
付
け
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
僧
侶
か
ら
そ
の
完
粮
串
票
は
夏
琯
か
ら
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
出
し
、
そ
れ
が
夏
琯
の
偽

造
物
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
結
局
彼
等
は
逆
に
夏
琯
を
脅
迫
し
て
偽
造
串
票
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

他
不
能
抵
頼
。
又
因
我
們
向
他
也
要
幾
張
分
用
。
他
怕
事
情
敗
露
。
即
将
刻
雕
実
情
告
訴
我
們
。
並
給
了
我
們
四
十
四
張
。
並
将
所

得
之
銀
。
照
数
分
給
一
半
与
他
。
万
栄
光
分
給
十
六
張
。
浄
得
銀
十
両
三
銭
一
分
。
馮
厚
分
給
五
張
。
浄
得
銀
四
両
四
銭
九
分
。
周

曰
庠
分
給
九
張
。
浄
得
銀
三
両
二
銭
七
分
。
夏
遇
盛
分
給
十
四
張
。
浄
得
銀
四
両
二
銭
六
分
。

彼
は
誤
魔
化
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
我
々
は
彼
に
何
枚
か
を
寄
こ
す
よ
う
に
云
っ
た
。
彼
は
事
情
が
露
見
す
る
の
を
恐
れ

偽
印
を
彫
刻
し
た
実
情
を
我
々
に
話
す
と
供
に
四
十
四
枚
を
寄
こ
し
た
。
同
時
に
彼
は
獲
得
し
た
銀
は
、
そ
の
数
量
に
応
じ
て
半
分
を
彼

に
渡
す
よ
う
に
云
っ
た
。
万
栄
光
は
十
六
枚
を
受
け
取
り
、
純
益
銀
十
両
三
銭
一
分
を
得
た
。
馮
厚
は
五
枚
を
受
け
取
り
、
純
益
銀
四
両

四
銭
九
分
を
得
た
。
周
曰
庠
は
九
枚
を
受
け
取
り
、
純
益
銀
三
両
二
銭
七
分
を
得
た
。
夏
遇
盛
は
十
四
枚
を
受
け
取
り
、
純
益
銀
四
両
二
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銭
六
分
を
得
た
。

結
局
、
万
栄
光
等
四
人
は
夏
琯
を
脅
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
偽
造
串
票
を
手
に
入
れ
相
当
額
の
銀
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
包
攬

と
は
云
っ
て
い
な
い
が
偽
造
串
票
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
包
攬
を
行
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
「
浄
得
銀
」
と
云
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
包
攬
の
手
数
料
と
し
て
獲
得
し
た
純
益
銀
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
林
之
佩
の
場
合
は
た
だ
包

攬
に
よ
っ
て
「
得
銀
」
し
た
と
い
う
の
み
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
林
之
佩
の
場
合
は
銭
糧
、
手
数
料
を
含
め
た
銀
額
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

高
郵
州
が
民
欠
と
し
て
林
之
佩
等
の
得
た
銀
を
追
徴
し
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
肯
け
る
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
胥
吏
達

は
か
な
り
簡
単
に
州
の
公
文
書
を
偽
造
し
、
相
当
額
の
銀
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、高
郵
州
巡
検
陳
倚
道
に
よ
っ
て
摘
発
さ
れ
た
「
仮
印
串
票
」
事
件
の
内
容
を
胥
吏
の
行
動
を
中
心
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。

胥
吏
達
は
生
活
資
金
が
乏
し
い
か
ら
、
或
い
は
私
的
な
借
金
返
済
の
手
段
と
し
て
串
票
を
偽
造
し
、
包
攬
に
よ
っ
て
相
当
な
利
益
を
獲
得

し
て
い
た
。
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
小
事
を
理
由
に
、
胥
吏
達
は
い
と
も
簡
単
に
不
正
行
為
に
走
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
こ
う

し
た
胥
吏
に
よ
る
不
正
は
高
郵
州
に
止
ま
ら
ず
、
各
地
で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
既
述
の

よ
う
に
監
督
す
べ
き
官
僚
た
ち
は
殆
ど
積
極
的
に
取
り
締
ま
り
に
当
た
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
銭
糧
徴
収
の
機
能
が
農
村
の

最
末
端
で
正
当
に
運
営
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
事
件
の
そ
の
後

と
こ
ろ
で
事
件
は
こ
れ
で
終
了
し
な
か
っ
た
。
新
た
に
江
蘇
巡
撫
に
任
じ
ら
れ
た
福
崧
が
別
の
糧
書
（
銭
糧
係
り
の
胥
吏
）
の
不
正
事



二
〇﹇　

﹈

乾
隆
朝
末
期
の
胥
吏
の
不
法
行
為
に
つ
い
て

20

を
上
奏
し
た
。『
実
録
』
巻
一
三
五
五
、
乾
隆
五
十
五
年
五
月
庚
辰
の
条
に

福
崧
奏
。
前
任
巡
撫
閔
鶚
元
任
内
。
有
句
容
県
知
県
王
光
陛
詳
称
。
該
県
糧
書
江
崇
年
等
。
将
花
戸
完
納
銭
糧
。
拆
封
侵
那
一
案
。

閔
鶚
元
僅
批
飭
江
寧
府
。
提
犯
審
訊
。
難
保
無
瞻
顧
軽
縦
。
現
已
飭
委

司
王
士

。
馳
赴
該
県
。
吊
覈
糧
串
犯
証
。
来
省
親
加
厳

鞫
等
語
。

福
崧
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
前
任
巡
撫
閔
鶚
元
の
在
任
中
に
、
句
容
県
知
県
王
光
陛
の
報
告
す
る
所
で
は
、
当
県
の
銭
糧
係
り
の
胥
吏
江

崇
年
等
は
納
税
戸
の
納
め
た
銭
糧
の
袋
の
封
を
壊
し
て
そ
の
銀
を
横
領
し
た
事
件
が
有
っ
た
。
閔
鶚
元
は
た
だ
江
寧
府
に
犯
人
を
呼
び
出

し
て
取
り
調
べ
訊
問
す
る
こ
と
を
命
じ
た
だ
け
で
、
情
実
に
ほ
だ
さ
れ
て
軽
々
し
く
放
免
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
私
は
既
に
按
察
使
王

士

に
命
令
を
下
し
、
当
県
に
急
行
し
て
銭
糧
串
票
や
犯
人
・
証
拠
を
取
り
上
げ
て
調
査
し
、
犯
人
を
本
省
に
連
行
し
て
厳
し
く
取
り
調

べ
る
よ
う
に
申
し
渡
し
た
と
言
う
。

閔
鶚
元
の
後
任
と
し
て
巡
撫
に
任
じ
ら
れ
た
福
崧
が
、
閔
鶚
元
在
任
中
の
事
件
と
し
て
句
容
県
の
胥
吏
が
銭
糧
の
納
入
さ
れ
た
袋
の
封

を
壊
し
て
銭
糧
を
横
領
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
事
件
の
具
体
的
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
以
下
は
福
崧
の
続
報
で
あ
る
が
、
今
回
は
『
上
諭

』
乾
隆
五
十
五
年
五
月
二
十
九
日
の
条
の
記
事
に
よ
る
。

福
崧
奏
。
続
行
査
出
句
容
県
糧
書
侵
盗
多
賍
一
摺
。
内
称
。
該
署
県
王
光
陛
原
報
。
侵
用
銭
糧
僅
止
二
百
四
十
余
両
。
今
派
委
司
道
。

前
往
厳
査
。
始
拠
続
行
報
出
。
歴
年
侵
欺
銀
三
千
七
百
両
。
漕
米
八
百
余
石
。
現
在
親
往
査
弁
等
語
。

句
容
県
糧
書
に
よ
る
銭
糧
横
領
に
関
わ
る
続
行
調
査
の
報
告
で
は
、
福
崧
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
当
該
知
県
王
光
陛
の
原
報
で

は
、
横
領
さ
れ
た
銭
糧
は
僅
か
に
二
百
四
十
余
両
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
今
按
察
使
、
道
員
を
派
遣
し
て
厳
密
な
調
査
に
当
た
ら
せ

て
い
る
が
、
続
行
中
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
例
年
騙
し
取
っ
た
銭
糧
は
銀
三
千
七
百
両
。
漕
米
は
八
百
余
石
に
な
る
。
現
在
自
ら
捜
査
、
処
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理
に
当
た
っ
て
い
る
と
。

福
崧
の
続
報
で
は
、
句
容
県
の
銭
糧
係
り
の
書
吏
江
崇
年
等
が
横
領
し
た
銀
額
は
毎
年
三
千
七
百
両
、
漕
米
八
百
余
石
に
上
る
。
し
か

し
知
県
王
光
陛
は
僅
か
に
二
百
四
十
余
両
に
過
ぎ
な
い
と
報
告
し
て
来
た
と
い
う
。
三
千
七
百
両
に
も
登
る
銭
糧
銀
、
漕
米
八
百
余
石
を

毎
年
如
何
様
な
手
段
で
横
領
し
た
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
解
ら
な
い
。
し
か
し
上
述
の
高
郵
州
の
例
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の
横
領
銀
額

は
桁
違
い
の
高
額
で
あ
る
。
恐
ら
く
多
数
の
書
吏
の
み
な
ら
ず
官
僚
も
加
担
し
て
い
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
知
県
王
光

陛
が
横
領
さ
れ
た
銀
は
た
だ
二
百
四
十
余
両
の
み
と
報
告
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
書
吏
の
銭
糧
横
領
な
ど
は
逐
一
取
り
上
げ
る
必
要

も
な
い
と
す
る
、
上
述
の
江
蘇
省
の
官
僚
達
の
態
度
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
句
容
県
の
場
合
は
こ
れ
以
上
の
具
体
的
な
こ
と
は

不
明
で
あ
る
。

皇
帝
は
書
吏
の
不
正
を
積
極
的
に
摘
発
し
た
福
崧
の
態
度
を
高
く
評
価
し
た
。『
実
録
』
の
後
文
で
は
「
所
弁
不
避
嫌
怨
。
甚
属
持
正
。」

と
し
て
褒
賞
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
嫌
怨
を
避
け
ず
云
々
」
の
意
味
は
、
前
任
の
閔
鶚
元
が
免
職
、
逮
捕
と
い
う
処
分
を
受
け

た
と
い
う
、
他
人
の
危
機
に
付
け
込
ん
で
、
己
の
立
場
を
よ
り
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
世
間
の
非
難
を
省
み
ず
、
正
し
く
対
処
し

た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
江
蘇
に
お
け
る
こ
の
事
件
に
皇
帝
は
そ
れ
な
り
の
危
機
感
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
実
録
』
巻
一
三
五
五
、

乾
隆
五
十
五
年
五
月
甲
辰
の
条
に
は

両
三
月
内
。
即
有
高
郵
、
句
容
両
案
発
覚
。
可
見
閔
鶚
元
因
循
庇
護
。
諸
事
廃
弛
。
属
員
等
無
所
畏
憚
。
自
然
百
弊
叢
生
。
此
外
必

尚
有
似
此
仮
串
冒
徴
。
拆
封
侵
那
之
事
。

こ
の
二
、三
月
の
間
に
、
高
郵
、
句
容
の
二
事
件
が
発
覚
し
た
。
閔
鶚
元
は
旧
習
を
守
っ
て
属
僚
を
庇
護
し
た
の
で
、
政
治
上
の
諸
事

は
弛
緩
し
、
属
僚
た
ち
は
何
の
畏
れ
憚
る
こ
と
も
な
く
振
る
舞
い
、
当
然
様
々
な
弊
害
が
沸
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
に
な
お
同
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様
の
偽
造
串
票
を
使
用
し
て
銭
糧
を
騙
し
取
り
、
税
銀
の
袋
の
封
を
壊
し
て
銀
を
横
領
す
る
よ
う
な
こ
と
が
必
ず
有
る
に
違
い
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
福
崧
は
皇
帝
の
こ
の
意
に
応
え
る
処
置
を
実
行
し
た
と
し
て
褒
賞
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

皇
帝
は
更
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

今
復
有
句
容
県
糧
書
。
歴
年
侵
蝕
銀
三
千
七
百
余
両
。
漕
米
八
百
余
石
之
多
。
此
項
銭
糧
。
例
応
年
清
年
款
。
詳
解
報
司
。
該
書
吏

等
。
又
何
能
侵
蝕
入
己
。
必
係
官
吏
通
同
。
以
完
作
欠
。
至
漕
米
一
項
。
按
額
交
完
。
一
有
短
缺
。
即
不
能
足
数
兌
収
。
又
何
以
侵

蝕
至
八
百
余
石
之
多
。
明
係
斛
面
浮
収
。
上
下
漁
利
。
此
等
情
節
。
該
督
撫
漫
無
覚
察
。
一
任
蠧
書
侵
欺
舞
弊
。

今
復
句
容
県
の
銭
糧
係
り
の
書
吏
が
例
年
銭
糧
銀
三
千
七
百
余
両
、
漕
米
八
百
余
石
を
横
領
し
た
が
、
此
の
項
の
銭
糧
は
一
年
毎
に
清

算
し
、詳
文
で
布
政
使
へ
報
告
す
る
定
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
当
書
吏
等
は
ま
た
如
何
に
し
て
銭
糧
を
横
領
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
。

こ
れ
は
必
ず
官
僚
・
書
吏
が
ぐ
る
に
な
っ
て
完
納
を
未
納
と
誤
魔
化
し
た
の
に
違
い
な
い
。
漕
米
に
つ
い
て
は
、
規
定
額
に
基
づ
い
て
完

納
さ
せ
る
が
、
少
し
で
も
不
足
が
あ
れ
ば
、
直
ぐ
に
そ
の
額
を
補
っ
て
受
け
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
如
何
し
て

八
百
余
石
も
の
多
額
を
横
領
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
米
の
枡
盛
を
増
や
し
て
そ
の
分
を
余
計
に
横
領
し
（ 9
）、
上
下

の
者
が
互
い
に
利
益
を
貪
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
実
情
に
つ
い
て
、
当
の
総
督
・
巡
撫
は
注
意
深
く
監
視
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
悪

辣
な
書
吏
が
税
銀
を
騙
し
取
り
弊
害
を
引
き
起
こ
す
ま
ま
に
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
に
書
吏
の
横
領
額
が
銀
三
千
七
百
余
両
、
漕
米
八
百
余
石
と
い
う
高
額
に
上
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
し
も
書
吏
だ
け

の
力
で
は
不
可
能
な
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
県
官
た
ち
が
如
何
に
関
係
し
た
か
具
体
的
な
実
情
は
解
ら
な
い
。
漕
米
に

つ
い
て
は
『
実
録
』
巻
一
三
五
五
、
乾
隆
五
十
五
年
五
月
己
酉
の
条
に

至
該
県
応
兌
漕
米
一
万
一
千
余
石
。
漕
艘
受
兌
時
。
断
不
能
絲
毫
短
少
。
茲
書
吏
竟
侵
用
八
百
余
石
。
運
糧
員
弁
。
豈
能
任
其
短
少
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十
分
之
一
。
揆
之
情
事
。
必
無
此
理
。
若
倶
如
数
交
清
。
則
所
称
侵
用
八
百
余
石
。
又
従
何
而
出
。
顕
係
浮
収
斛
面
。
額
外
加
増
。

否
則
百
姓
已
経
完
納
之
後
。
該
県
及
書
吏
等
。
復
行
重
徴
。
二
者
必
居
一
於
此
。

当
県
が
渡
す
べ
き
漕
米
一
万
一
千
余
石
に
つ
い
て
は
、
漕
運
船
が
漕
米
を
受
け
取
る
時
、
決
し
て
僅
か
も
不
足
の
ま
ま
に
し
て
い
る
こ

と
は
有
り
得
な
い
。
今
書
吏
が
八
百
余
石
を
横
領
し
た
の
に
、
漕
運
の
担
当
官
達
が
如
何
し
て
十
分
の
一
も
不
足
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く

で
あ
ろ
う
か
。
此
の
事
情
を
考
え
れ
ば
こ
う
し
た
事
が
起
こ
る
理
由
は
全
く
有
り
得
な
い
。
若
し
規
定
額
通
り
漕
米
を
渡
し
て
い
れ
ば
、

言
っ
て
い
る
所
の
横
領
し
た
八
百
余
石
は
何
処
か
ら
出
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
顕
か
に
規
定
以
上
に
米
の
枡
盛
を
増
加
さ
せ
、

そ
の
分
を
横
領
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
百
姓
が
完
納
し
た
後
で
当
県
の
官
僚
と
書
吏
た
ち
が
二
重
徴
収
を
行
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
此
処
で
は
両
者
が
共
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
皇
帝
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
漕
米
は
「
斛
面
浮
収
」
だ
け
で
な
く
「
重
徴
」（
二
重
徴
収
）
も
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
八
百
余
石
も
の
多
額
の
横
領
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
句
容
県
で
は
銭
糧
の
み
な
ら
ず
漕

米
の
横
領
ま
で
が
明
白
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
『
実
録
』
巻
一
三
五
六
、
乾
隆
五
十
五
年
六
月
庚
戌
の
条
に

又
諭
。
句
容
県
書
吏
侵
用
銭
糧
漕
米
。
除
另
降
諭
旨
。
令
管
幹
珍
、
長
麟
、
和
琳
等
。
査
詢
押
運
員
弁
外
。
董
世
明
身
任
糧
道
。
漕

糧
是
其
專
責
。
若
与
該
県
連
為
一
気
。
任
其
侵
那
短
欠
。
或
従
中
染
指
分
肥
。
即
当
厳
参
審
弁
。
若
失
於
覚
察
。
事
後
隠
飾
庇
護
。

亦
当
治
以
応
得
之
咎
。

と
あ
り
、
句
容
県
の
書
吏
が
銭
糧
・
漕
米
を
横
領
し
た
に
つ
い
て
は
、
別
に
管
幹
珍
（
漕
運
総
督
）、
長
麟
、
和
琳
等
に
命
じ
運
送
担

当
の
官
吏
を
取
り
調
べ
さ
せ
て
い
る
が
、
董
世
明
は
糧
道
の
任
に
あ
っ
て
漕
糧
の
受
け
渡
し
は
専
任
業
務
で
あ
る
。
若
し
当
県
の
官
吏
達

が
一
体
に
な
っ
て
漕
米
を
横
領
し
不
足
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
り
、或
い
は
内
部
か
ら
手
を
付
け
て
山
分
け
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
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直
ち
に
厳
し
く
取
り
調
べ
処
分
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
事
後
に
誤
魔
化
し
庇
い
立
て
す
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
当
然
相
応
の
処
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
然
、
皇
帝
は
漕
運
総
督
管
幹
珍
等
に
命
じ
て
輸
送
担
当
の
官
吏
達
を
取
り
調
べ
さ
せ
た
が
、
一
方
江
寧
糧
道
の
任
あ
っ
た
董
世
明
は

此
の
地
方
の
漕
米
運
送
の
責
任
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
運
送
担
当
の
県
官
や　

書
吏
の
不
正
に
つ
い
て
も
監
督
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
句
容
県
で
は
銭
糧
徴
収
と
漕
米
運
送
の
関
係
官
僚
・
書
吏
等
多
数
が
取
り
調
べ
を
受
け
た
が
、
そ

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
白
で
は
な
い
。

五
、
事
件
の
終
結　
　

結
局
、
事
件
は
以
下
の
よ
う
な
形
で
終
結
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
高
郵
州
の
事
件
に
関
し
て
は
『
実
録
』
巻
一
三
五
六
、
乾
隆
五
十
五

年
六
月
乙
卯
の
条
に

閔
鶚
元
。
著
従
寛
改
為
応
斬
監
候
。
秋
後
処
決
。
呉
瑍
。
依
擬
応
絞
。
著
監
候
秋
後
処
決
。
康
基
田
。
著
従
寛
発
往
軍
台
。
効
力
贖

罪
。
其
起
意
為
首
仮
印

騙
之
林
之
佩
、
夏
琯
。
係
書
吏
舞
弊
。
著
即
依
擬
処
斬
。

と
あ
り
、
閔
鶚
元
以
下
の
関
係
官
僚
は
そ
れ
ぞ
れ
に
処
罰
を
受
け
た
が
、「
仮
印

騙
」
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
書
吏
の
林
之
佩
、
夏
琯

は
直
ち
に
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
た
だ
こ
の
二
人
以
外
の
書
吏
た
ち
が
如
何
様
な
処
罰
を
受
け
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

他
方
、
句
容
県
の
場
合
は
『
実
録
』
巻
一
三
五
九
、
乾
隆
五
十
五
年
七
月
戊
戌
の
条
に

吏
部
議
。・
・
江
蘇
句
容
県
糧
書
。
侵
蝕
銭
糧
漕
米
一
案
。
該
省
各
上
司
。
漫
無
覚
察
。
錮
弊
相
沿
。
以
致
奸
吏
蠧
書
。
吞
侵
銀
米
。
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累
万
盈
千
。
重
徴
累
民
。
莫
此
為
甚
。
非
尋
常
失
察
可
比
。
是
以
将
総
督
書
麟
。
革
職
拏
問
。
発
往
伊
犁
。
効
力
贖
罪
。

と
あ
る
よ
う
に
、
本
省
の
総
督
以
下
の
各
上
級
官
僚
は
属
官
や
書
吏
達
を
取
り
締
ま
ら
ず
、
彼
等
が
銀
米
を
横
領
し
て
人
民
を
苦
し
め

る
ま
ま
に
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
般
的
な
失
察
に
比
べ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
故
に
総
督
書
麟
は
免
職
し
、
逮
捕
、
訊
問
の
後
、

伊
犁
に
発
遣
し
て
労
役
に
就
か
せ
罪
の
償
い
を
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
知
県
王
光
陛
に
つ
い
て
は
、
事
件
に
つ
い
て
適

切
な
対
応
を
怠
っ
た
廉
で

署
句
容
県
知
県
王
光
陛
。
即
著
革
職
。
交
与
福
崧
。
提
同
案
内
犯
証
。
秉
公
厳
審
。（『
実
録
』
巻
一
三
五
五
、
乾
隆
五
十
五
年
五
月

甲
辰
）

と
言
う
よ
う
に
福
崧
に
よ
っ
て
取
り
調
べ
を
受
け
た
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
彼
が
如
何
様
な
処
罰
を
受
け
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

更
に
ま
た
書
吏
江
崇
年
等
に
対
す
る
取
り
調
べ
や
、
彼
等
が
如
何
な
る
処
罰
を
う
け
た
か
に
つ
い
て
も
全
く
解
ら
な
い
。

六　

結
び
に
変
え
て

以
上
、
高
郵
州
に
お
け
る
書
吏
の
不
法
事
件
を
中
心
に
、
句
容
県
の
そ
れ
も
加
え
て
所
謂
「
胥
吏
の
害
」
の
具
体
的
な
実
態
を
考
察
し

て
き
た
。
書
吏
に
よ
る
公
印
の
偽
造
と
、
そ
れ
を
捺
印
し
た
偽
の
銭
糧
徴
収
票
の
行
使
に
よ
る
銭
糧
横
領
が
い
と
も
簡
単
に
実
行
さ
れ
て

い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
と
い
う
べ
き
か
、
或
い
は
そ
れ
と
同
様
に
こ
う
し
た
書
吏
の
不
正
に
対
す
る
官
僚
達
の

対
応
態
度
の
緩
慢
さ
は
厳
し
く
指
弾
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
巡
検
陳
倚
道
の
戸
部
へ
の
直
接
の
告
訴
が
無
け
れ
ば
、
こ
の
事
件
は

地
方
で
適
当
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
前
稿
で
筆
者
が
取
り
上
げ
た
（ 10
）
浙
江
平
陽
県
に
お
け
る
銭
糧
不
法
着
服
事
件
に
於
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い
て
も
、
学
政
竇
光
鼐
が
偏
執
狂
と
官
僚
達
か
ら
嫌
が
ら
れ
な
が
ら
も
執
拗
に
不
法
の
事
実
を
追
求
し
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
知
県

黄
梅
の
不
正
が
明
白
に
な
っ
た
。
こ
の
事
と
問
題
の
本
質
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
型
破
り
の
人
物
の
追
求
に
拠
ら
な
け
れ

ば
、
地
方
の
銭
糧
横
領
事
件
さ
え
も
容
易
に
解
明
さ
れ
な
い
事
態
が
現
出
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
同
稿
で
指
摘
し
た
よ
う

に
乾
隆
末
年
に
な
る
に
従
い
銭
糧
の
虧
空
は
財
政
上
の
重
大
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
た
が
（ 11
）、
地
方
に
お
け
る
こ
う
し
た
個
々
の
具
体

的
問
題
が
的
確
に
究
明
さ
れ
な
い
限
り
虧
空
は
拡
大
す
る
一
方
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
乾
隆
末
期
に
於
け
る
地
方
支
配
体
制
の
弛
緩
と
、
是

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
税
糧
虧
空
問
題
は
厳
格
な
処
置
を
さ
れ
な
い
ま
ま
嘉
慶
朝
に
先
送
り
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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（
1
）「
清
代
の
胥
吏
と
幕
友
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
十
六
巻
四
号
、
一
九
五
八
年
）。

（
2
）『
宮
中

乾
隆
朝
奏
摺
』
乾
隆
四
十
三
年
正
月
二
十
一
日
、「
江
蘇
巡
撫
臣
楊
魁
、
謹
奏
為
審
明
假
印

騙
人
犯
、
定
擬
具
奏
事
」
と
い
う
題
目
。

（
3
）
こ
れ
は
「
三
聯
串
票
」
と
も
い
わ
れ
、
租
税
の
徴
収
票
と
領
収
票
が
一
連
の
も
の
と
な
っ
た
地
方
政
府
発
行
の
書
類
。
山
本
英
史
『
清
代
中
国
の
地

域
支
配
』（
二
〇
〇
七
年
、
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
）
第
一
編
第
二
章
。

（
4
）
所
引
の
『
実
録
』
の
文
は
『
乾
隆
朝
上
諭

』
の
そ
れ
と
も
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
は
適
宜
両
者
か
ら
引
用
す
る
こ
と
を
断
わ
っ

て
お
き
た
い
。

（
5
）
火
薬
の
原
料
。
清
代
で
は
各
地
方
で
一
定
量
の
硝
石
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

（
6
）
こ
こ
で
王
如
山
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
。
後
文
第
三
節
参
照
。

（
7
）
包
攬
に
つ
い
て
は
山
本
英
史
『
清
代
中
国
の
地
域
支
配
』（
二
〇
〇
七
年
、
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
）、
第
一
、二
、三
章
等
参
照
。

（
8
）
こ
こ
で
民
欠
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
農
民
の
未
納
分
と
云
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
官
吏
や
胥
吏
の
着
服
横
領
等
に
よ
り
、
農
民
が
納
め
た

筈
の
税
糧
が
未
納
と
さ
れ
る
事
、即
ち
民
欠
と
さ
れ
る
こ
と
が
間
々
あ
っ
た
の
で
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
岩
見
宏「
雍
正
年
間
の
民
欠
に
つ
い
て
」（『
雍
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正
時
代
の
研
究
』
一
九
八
六
年
所
収
）。

（
9
）
漕
米
収
納
時
、計
量
に
当
た
っ
た
書
吏
の
不
正
行
為
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
が
、そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、星
斌
夫
『
明

清
時
代
交
通
史
の
研
究
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
七
一
年
）
後
編
、
第
四
等
参
照
。

（
10
）
拙
稿
「
浙
江
平
陽
県
知
県
黄
梅
不
法
着
服
案
」（
愛
大
史
学
第
二
十
四
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
11
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
鈴
木
中
正
「
清
末
の
財
政
と
官
僚
の
性
格
」（『
近
代
中
国
研
究
二
』
一
九
五
八
年
）
等
。


